
わ
が
国
鉱
業
一
金
属
一
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程

「
わ
が
国
鉱
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
親
方
制
度
」
補
論
そ
の
一

大
　
山

敷
　
太

贋良

　
　
　
　
　
　
　
一
、
は
　
し
　
が
　
き

　
わ
が
国
鉱
業
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
、
　
「
わ
が
国
鉱
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
親
万
制
度
」

と
題
す
る
拙
稿
申
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
関
説
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
、
当
然
触
れ
る
べ
く
し
て
触
れ
得
な
か
っ
た
点

や
、
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
、
そ
の
解
体
過
程
を
間
題
と
す
る
以
上
、
そ
の
最
終
段
階
に
お

け
る
措
置
如
何
は
、
重
要
な
一
駒
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
旧
稿
に
お
い
て
は
、
全
く
こ
れ
に
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
は
、
筆

者
み
ず
か
ら
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
二
三
の
先
学
同
友
の
諾
兄
か
ら
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
い
つ
も
な
が
ら
の
学
恩
を
深
謝
す
る
次
第
で

あ
る
。
か
た
が
た
、
筆
者
と
し
て
、
い
く
ば
く
か
の
用
意
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
旧
稿
の
一
補
論
と
し
て
、
ま
ず
、
特
に
金

属
鉱
山
万
面
の
一
事
例
と
し
て
、
佐
渡
鉱
山
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
若
干
を
紹
介
レ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
た
だ
、
拠
る
べ
き
資
料

は
、
い
ず
れ
も
断
簡
に
過
ぎ
ず
、
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
如
き
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
察
知
し
得
ら
れ
る
事
情
を
伺

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
万
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
五
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
（
五
六
）

う
に
と
ど
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
、
三
菱
本
杜
に
お
け
る
親
方
制
度
解
体
方
針
の
確
立

　
わ
が
国
鉱
業
経
営
一
万
の
雄
と
し
て
著
名
な
三
菱
鉱
業
会
杜
に
お
い
て
、
こ
こ
に
問
題
と
す
る
親
万
制
度
の
解
体
に
っ
い
て
、
本

腰
を
入
れ
だ
し
た
の
は
、
つ
と
に
、
大
正
七
年
に
あ
る
よ
う
で
、
そ
の
後
、
「
機
ヲ
見
テ
之
ガ
整
理
二
努
メ
来
〕
っ
た
と
い
う
。
だ

が
、
そ
の
実
質
は
、
む
し
ろ
、
遅
外
と
し
て
進
ま
ず
、
そ
れ
か
ら
約
十
年
後
の
昭
和
初
年
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
・
具
体
化
し
て
来

た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
同
社
の
根
本
万
針
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
如
き
、
昭
和
三
年
十
二
月
二
十
七
日

付
、
本
杜
総
務
部
長
名
で
の
、
所
属
各
鉱
山
長
宛
通
達
の
内
容
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
日
く
、

『
　
　
　
　
　
　
世
話
方
二
係
ル
件

拝
啓

陳
者
貴
万
世
話
万
取
扱
ノ
現
況
二
関
シ
、
左
記
事
項
承
知
致
度
侯
二
付
テ
ハ
、
貴
方
事
情
二
応
ジ
、
適
宜
御
調
査
ノ
上
、
乍
御
手

数
明
年
一
月
末
頃
マ
デ
ニ
、
御
回
報
相
煩
度
、
御
依
頼
迄
、
此
段
倖
貴
意
侯
　
　
　
　
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
部
長
　
　
村
上
伸
雄
ゆ

　
　
　
　
一
一
・
鉱
山
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記



一
、
世
話
万
制
度
二
関
ス
ル
事
項

　
Ｈ
、
名
称
〔
世
話
万
、
直
轄
世
話
万
、
部
屋
主
、
飯
場
頭
ノ
如
キ
〕

　
　
　
　
　
　
　
〔
大
正
十
五
年
四
月
十
六
日
付
弊
信
、
「
鉱
夫
所
属
別
員
数
及
鉱
夫
ヨ
リ
取
立
金
二
係
ル
件
」
参
照
〕

　
Ｈ
、
取
扱
資
格
〔
在
籍
労
務
者
、
準
雇
員
ソ
ノ
他
ノ
区
別
〕

　
邑
、
採
用
基
準
（
鋒
衡
標
準
、
世
襲
ノ
許
否
等
〕

　
同
、
職
責
権
限
〔
募
集
・
有
付
・
出
稼
奨
励
・
善
化
行
事
補
助
・
労
務
者
団
体
二
於
ケ
ル
地
位
等
）

二
、
世
話
万
経
歴
及
ビ
所
属
労
務
者
二
関
ス
ル
事
項
（
個
人
別
）

　
Ｈ
、
世
話
万
氏
名
年
齢

　
Ｈ
、
　
〃
　
履
歴
〔
附
、
世
話
方
採
用
年
月
日
）

　
目
、
　
”
　
家
計
状
態
並
二
所
属
労
務
者
員
数
〔
昭
和
三
年
十
二
月
末
現
在
二
於
ケ
ル
在
籍
者
、
非
在
籍
者
別
及
ビ
男
女
職
別
〕

三
、
世
話
万
在
職
中
ノ
給
与
、
収
得
二
関
ス
ル
事
項

左
記
給
与
並
二
収
得
ノ
算
定
基
準
及
ビ
金
額
〔
昭
和
三
年
度
一
カ
年
間
二
於
ケ
ル
個
人
別
金
額
〕

Ｈ
、
基
礎
的
給
与
（
例
ヘ
バ
、
月
手
当
、
繰
込
又
ハ
入
番
手
数
料
、
有
付
手
当
等
ノ
如
キ
、
定
時
的
給
与
ニ
シ
テ
、
世
話
万
生
計

　
　
ノ
基
本
的
収
入
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
〕

Ｈ
、
附
随
的
給
与
（
例
ヘ
バ
、
申
元
、
年
末
手
当
賞
与
、
安
米
差
金
等
ノ
如
キ
、
臨
時
的
給
与
ニ
シ
テ
、
附
随
的
給
与
ト
認
メ
ラ

　
　
ル
ル
モ
ノ
〕

　
　
〔
附
）
、
労
務
者
取
扱
施
設
中
ノ
表
彰
、
住
宅
、
医
療
扶
助
、
救
済
制
度
等
適
用
ノ
有
無
及
ビ
適
用
基
準

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
（
五
七
～
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
（
五
八
）

　
目
、
其
ノ
他
ノ
収
得
（
例
ヘ
バ
、
飯
場
収
入
其
ノ
他
ノ
概
要
〕

四
、
世
話
方
支
出
負
担
二
関
ス
ル
事
項
（
個
人
別
）
（
例
ヘ
バ
、
募
集
費
、
回
収
不
能
ノ
貸
金
、
保
証
金
、
勘
場
入
繰
給
料
手
当
、

　
義
掲
金
等
、
昭
和
三
年
度
一
ケ
年
二
於
ケ
ル
負
担
支
出
概
要
〕

五
、
世
話
方
退
職
給
与
二
関
ス
ル
事
項
（
退
職
手
当
算
定
基
準
及
ビ
既
往
二
於
テ
退
職
手
当
給
与
ノ
世
話
万
申
、
当
万
へ
報
告
ナ
キ

　
分
（
個
人
的
給
与
額
）
）

六
、
世
話
万
制
度
運
用
ノ
憤
行
乃
至
規
定
二
関
ス
ル
事
項
〔
前
記
諸
項
取
扱
二
関
ス
ル
規
則
、
内
規
、
其
ノ
他
憤
行
規
律
一
括
添
付

　
ア
リ
度
）

七
、
世
話
方
制
度
二
関
ス
ル
意
見
（
当
該
場
所
世
話
万
制
度
ノ
得
失
並
二
改
善
二
関
ス
ル
意
見
〕

　
　
追
テ
、
貴
万
常
置
的
請
負
人
ニ
シ
テ
、
大
体
世
話
万
取
扱
二
該
当
ス
ル
者
有
之
侯
ハ
バ
、
右
調
査
二
準
ジ
、
併
セ
テ
御
報
告
相

　
　
煩
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
』

云
々
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
右
に
い
う
、
「
世
話
万
」
と
は
、
さ
き
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
格
的
な
親
万
た
る
飯
場
頭
〔
若
く
は
納
屋
頭
〕
の
あ
る

程
度
転
化
し
た
も
の
、
い
わ
ば
、
解
体
過
程
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
時
と
し
て
、
世
話
人
と
も
呼
ば
れ
る
。
但
し
、
そ
の
呼
称
そ
の
も

の
と
し
て
は
、
一
部
に
は
当
時
、
な
お
、
　
「
飯
場
頭
」
な
る
呼
称
が
残
存
し
つ
つ
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
よ
う
な
地
域
で
。
は
、
お
そ

ら
く
、
実
質
と
し
て
も
、
本
来
的
な
性
格
を
あ
る
程
度
残
存
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ

う
な
存
在
に
関
し
て
、
右
の
よ
う
な
各
項
目
に
亙
っ
て
、
詳
細
を
所
属
各
鉱
山
か
ら
聴
取
し
よ
う
と
し
た
三
菱
本
杜
当
局
の
意
図

が
、
そ
の
文
面
か
ら
み
て
も
ほ
ぼ
察
知
せ
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
制
度
の
改
革
、
否
、
む
ル
ろ
、
徹
底
的
廃
止
を
断
行
し
よ
う
と
す
る

｛
』

－
；

｛
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に
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
〔
な
お
、
後
述
参
照
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
三
、
解
体
過
程
に
お
け
る
親
方
制
度
の
実
態
　
　
佐
渡
鉱
山
の
場
合

　
上
掲
文
書
に
列
挙
せ
ら
れ
て
あ
る
諸
項
目
は
、
い
わ
ゆ
る
世
話
方
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
を
、
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
項
目
に
つ
い
て
の
、
関
係
各
鉱
山
当
局
の
答
申
書
は
、
当
面
の
問
題
を
考
察
す
る
上
に
、

か
な
ら
ず
や
、
重
要
な
参
考
資
料
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
着
眼
か
ら
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
三
菱
本
社
な
ら
び
に
、

各
鉱
山
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
、
関
係
文
書
の
探
訪
に
努
カ
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
、
僅
か
に
採
訪
し
得
た
の
は
、
佐

渡
鉱
山
の
そ
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
以
下
、
右
に
基
づ
い
て
、
解
体
過
程
に
お
け
る
親
万
制
度
の

実
態
の
一
班
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
佐
渡
鉱
山
で
は
、
同
鉱
山
長
の
名
を
以
て
、
昭
和
四
年
一
月
二
十
八
日
附
、
本
杜
総
務
部
長
宛
、
「
世
話
万
二
係
ル
件
」
と
題
し

た
一
篇
の
答
申
書
を
提
出
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
述
し
た
本
杜
側
の
要
求
に
応
じ
て
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

は
、
ま
さ
し
く
、
当
面
の
問
題
究
明
の
た
め
の
好
箇
の
一
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
お
も
う
。

　
今
、
こ
れ
に
拠
る
に
、
当
時
、
同
鉱
山
で
は
、
　
「
世
話
万
」
と
称
し
て
、
準
雇
員
待
遇
の
も
の
が
三
名
あ
っ
た
。
彼
等
の
う
ち
、

二
名
は
『
労
務
係
所
属
取
締
』
と
い
う
現
職
に
あ
り
、
他
の
一
名
は
、
か
っ
て
、
同
様
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
世
話

万
」
に
関
し
て
は
、
鉱
山
長
み
ず
か
ら
は
、
炭
坑
で
の
直
轄
世
話
方
、
す
な
わ
ち
、
会
杜
直
属
の
も
の
に
類
似
す
る
と
み
て
、

　
『
当
万
世
話
万
ハ
、
炭
坑
二
於
ケ
ル
直
轄
世
話
方
二
類
似
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
純
直
轄
制
度
ト
世
話
万
制
度
ト
ヲ
折
衷
シ
タ
ル
モ

　
ノ
ナ
レ
バ
、
其
ノ
運
用
宜
シ
キ
ヲ
得
バ
、
両
制
度
ノ
長
所
ヲ
充
分
発
揮
シ
得
ル
ノ
硬
ア
リ
』

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
パ
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
五
九
）



　
　
　
立
命
舘
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
六
〇
）

云
序
と
て
、
　
『
其
ノ
運
用
宜
シ
キ
ヲ
得
バ
」
と
の
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
・
注

目
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
右
に
こ
の
制
度
を
以
て
「
純
直
轄
制
度
ト
世
話
万
制
度
ト
ヲ
折
衷
シ
タ
ル
モ
ノ
』
云
々
と
い
う
の
は
・
と
り

も
直
さ
ず
、
こ
の
「
世
話
方
」
な
る
も
の
が
、
解
体
過
程
に
あ
る
親
万
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
・

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
答
申
書
の
一
駒
に
は
、
そ
の
職
責
権
限
と
し
て
、
な
お
、
次
の
如
く
い
う
。
す
な
わ
ち
、
日
く
、

　
「
坑
内
鉱
夫
募
集
並
二
其
ノ
身
許
保
証
、
飯
場
経
営
、
手
附
鉱
夫
二
対
ス
ル
監
督
、
出
勤
奨
励
其
ノ
他
万
端
ノ
世
話
、
善
化
行
事

　
補
助
」

云
序
と
。

　
こ
の
職
責
権
限
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
事
項
は
、
さ
き
の
飯
場
頭
〔
若
く
は
納
屋
頭
〕
の
そ
れ
と
、
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い

も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
れ
を
以
て
み
れ
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
世
話
万
」
な
る
も
の
は
、
あ
る
程
度
、
解
体
過
程
に
あ
る
こ
と
は
疑

な
し
と
す
る
も
、
実
質
的
に
い
っ
て
、
む
し
ろ
、
こ
れ
と
相
去
る
こ
と
遠
か
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
世
話
万
」
な
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
採
用

基
準
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
叉
、
次
の
如
く
見
え
て
い
る
・
日
く
・

　
『
多
年
部
屋
頭
ノ
配
下
ニ
ア
リ
テ
、
実
際
二
鉱
夫
ヲ
取
扱
ヒ
、
労
務
者
二
対
シ
テ
相
当
威
望
ア
リ
、
会
杜
ノ
信
用
ア
ル
者
・
世
襲

　
ヲ
詐
サ
ズ
』

云
疋
と
。

　
要
す
る
に
、
相
当
の
実
地
体
験
を
有
す
る
こ
と
を
以
て
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
だ
し
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
適
切
な

規
定
と
い
う
の
外
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
最
後
の
一
駒
に
い
プ
『
世
襲
ヲ
許
サ
ズ
』
の
一
事
は
、
こ
の
際
、
特
に
注
目
さ



る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
い
わ
ゆ
る
飯
場
頭
〔
親
方
〕
な
る
も
の
の
地
位
は
、
一
種
の
特
権
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
特
権
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
相
当
大
き
な
経
済
的
収
益
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
地
位
の
世
襲
は
、
往

時
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
弟
に
あ
る
程
度
の
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
普
通
に
許
容
き
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
特
に
明
記
し
て
、
ハ
ッ
キ
リ
と
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
何
と

い
っ
て
も
、
そ
の
地
位
の
弱
体
化
を
証
拠
だ
て
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
人
、
あ
る
い
は
、
こ
の
事
情
と
、
前
述
の
、
職
責
権
限
上
こ
の
「
世
語
万
」
が
実
質
的
に
み
て
、
か
っ
て
の
「
飯
場
頭
」
と
ほ

と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
存
在
だ
と
す
る
愚
見
と
の
矛
盾
を
指
摘
せ
ら
れ
る
か
と
お
も
う
。
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
の
矛
盾

は
、
決
し
て
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
右
に
い
う
よ
う
に
、
世
襲
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ

に
よ
る
も
ろ
も
ろ
の
弊
害
を
矯
正
せ
ん
と
の
趣
旨
か
ら
出
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
、
そ
の
地
位
が
あ
る
程
度
弱
体
化
せ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
と
、
職
責
権
隈
上
、
旧
飯
場
頭
と
、
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
と
は
、
一
応
、
別
個
に
切
離
し
て
考

え
得
ら
れ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
、
鉱
山
で
の
親
方
制
度
は
、
あ
る
程
度
弱
体
化
し
た
こ
と

は
、
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
他
の
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
機
能
を
保
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
も
、
亦
こ
れ
を
否
定

し
兼
ね
る
事
実
だ
と
お
も
う
。

　
な
お
、
同
答
申
書
に
は
、
　
「
世
話
方
」
三
名
の
略
歴
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
世
話
方
」
と
い
っ
た
地
位
の
人
々

が
、
如
何
な
る
経
歴
の
持
主
で
あ
っ
た
か
を
知
る
上
の
参
考
と
な
る
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
、
左
に
摘
記
し
て
お
こ
う
。

　
『
Ｈ
、
○
○
×
Ｘ
〔
氏
名
〕
明
治
二
十
年
十
月
十
八
日
生

　
明
治
四
十
一
年
三
月
、
県
立
佐
渡
申
学
校
卒
業
、
同
四
十
二
年
三
月
、
高
田
轄
重
兵
第
十
三
大
隊
へ
輸
卒
ト
シ
テ
入
営
、
五
月
除
・

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
遇
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
六
一
）

一…

＾中
……

…’一…
’

｝山
土叩

皿

Ｈ
■

■
■

山
’
＾

１
＾

’

＾ヤ
山



●

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
（
六
二
）

　
隊
。
同
四
十
三
年
四
月
、
佐
渡
郡
立
佐
渡
測
侯
所
技
手
ト
ナ
リ
、
同
四
十
五
年
八
月
ヨ
リ
大
正
元
年
十
二
月
迄
中
央
気
象
台
二
於

　
テ
、
気
象
天
文
地
文
学
講
習
。
大
正
三
年
依
願
退
職
。
同
年
九
月
、
朝
鮮
忠
清
北
道
忠
州
郡
二
至
リ
、
金
銀
鉱
ノ
試
掘
ヲ
為
シ
、

　
同
七
年
二
月
、
帰
国
。
爾
来
父
二
従
ヒ
、
人
夫
請
負
人
大
塚
○
○
配
下
ノ
飯
場
ヲ
営
ミ
、
大
正
八
　
－
年
四
月
ヨ
リ
同
十
一
年
五
月

　
迄
、
前
記
大
塚
請
負
人
ノ
事
務
員
ト
為
ル
。
同
十
一
年
六
月
、
佐
渡
鉱
山
取
締
拝
命
、
今
日
二
至
ル
。

　
Ｈ
、
○
○
△
△
　
　
明
治
二
十
七
年
八
月
十
五
日
生

　
明
治
三
十
七
年
三
月
、
相
川
尋
常
小
学
校
卒
業
。
大
正
七
年
九
月
ヨ
リ
同
十
一
年
十
一
月
迄
、
佐
渡
鉱
山
大
立
坑
人
夫
。
大
正
十

　
一
年
十
一
月
ヨ
リ
昭
和
三
年
五
月
迄
、
大
立
坑
鉱
夫
頭
。
昭
和
三
年
五
月
、
佐
渡
鉱
山
取
締
拝
命
、
今
日
二
至
ル
。

　
目
、
○
○
　
　
…
　
　
明
治
九
年
八
月
二
十
七
日
生

　
明
治
二
十
年
金
沢
市
尋
常
小
学
校
卒
業
。
明
治
二
十
九
年
十
二
月
歩
兵
第
三
十
五
聯
隊
入
営
。
同
三
十
二
年
十
一
月
、
除
隊
。
同

　
年
十
二
月
ヨ
リ
佐
渡
鉱
山
坑
夫
。
同
三
十
九
年
一
月
、
鈴
木
Ｏ
○
請
負
大
切
坑
工
場
世
話
役
。
同
四
十
四
年
七
月
、
佐
渡
鉱
山
小

　
頭
。
大
正
三
年
一
月
、
佐
渡
鉱
山
取
締
拝
命
。
昭
和
二
年
二
月
、
病
気
ノ
為
メ
取
締
依
願
解
傭
使
」

云
序
と
。
な
お
、
右
に
関
連
し
て
、
彼
等
の
家
計
状
態
と
し
て
、
一
名
に
つ
い
て
は
、
　
「
多
少
ノ
不
動
産
ヲ
有
シ
、
申
流
以
上
ノ
生

活
ヲ
営
ム
』
と
あ
り
、
他
の
二
名
に
っ
い
て
は
『
別
段
財
産
ナ
キ
モ
、
普
通
ノ
生
活
ヲ
営
ム
」
と
記
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一

般
坑
夫
と
は
格
段
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
叉
、
右
の
よ
う
な
経
歴
の
持
主
は
、
あ
た
か
も
、
前
掲
の
採
用

基
準
『
多
年
部
屋
頭
ノ
配
下
ニ
ア
リ
テ
、
実
際
二
鉱
夫
ヲ
取
扱
ヒ
、
労
務
者
二
対
シ
テ
、
相
当
ノ
威
望
ア
リ
、
会
杜
ノ
信
用
ア
ル

者
』
と
い
う
に
該
当
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
解
体
過
程
に
お
け
る
親
万
制
度
の
実
態
は
、
以
上
の
外
、
な
お
、
別
の
面
か
ら
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
こ



．
の
段
階
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
世
話
万
」
な
る
も
の
は
、
果
し
て
、
ど
の
程
度
の
配
下
労
働
者
を
擁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
叉
、
当
該
鉱
山
に
お
け
る
全
坑
夫
数
に
対
し
て
、
ど
れ
程
の
割
合
を
持
っ
も
の
で
あ
っ
た
か
等
の
点
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
左
の
第
一
表
の
示
す
よ
う
な
実
情
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
［
第
一
表
〕
世
話
方
別
所
属
労
働
者
数
　
〔
昭
和
三
年
調
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
の
如
く
、
各
「
世

／
労
働
者
種
別
　
’

世
翫
／

襲
　
岩
夫

坑

夫

支

柱
夫

人

夫

運
転
夫

合

計

○
○
Ｘ
Ｘ

－
五

二
五

五

三

○

六
八

○
○
△
△

｝
六

五

三
二
五

二
四
八

○
○
・
、
　
　
、

六

五
一

三

五

二
三
四

総

計

五
四
三
一

二

七
工

二

一
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
も
の
は
、
当
時
の
同
鉱
山
に
お
け
る
総
坑
夫
数
約
六
百
名
に
対
比
し
て
、
二
五
％
に
当
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

率
は
、
お
・
そ
ら
く
、
当
面
の
間
題
と
し
た
こ
の
佐
渡
鉱
山
で
の
、
親
万
制
度
の
解
体
過
程
上
の
存
在
と
し
て
の
実
勢
が
、

当
弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
〔
鉱
山
局
編
「
鉱
夫
待
遇
事
例
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
年
前
後
に
あ

っ
て
は
、
全
金
属
鉱
山
を
通
じ
て
、
飯
場
制
度
の
み
に
よ
る
も
の
が
、
実
に
五
〇
％
の
多
き
を
占
め
、
こ
れ
と
直
轄
制
度
と
を
併
用
す
る
も
の
が
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

お
、
二
五
％
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕
。
だ
が
、
然
し
、
例
え
ば
、
権
威
視
さ
れ
て
い
る
「
日
本
鉱
業
発
達
史
」
の
如
き
が
、
あ

た
か
も
、
こ
れ
と
同
じ
時
期
の
そ
の
実
憶
と
し
て
、

　
「
鉱
業
経
営
が
漸
や
く
近
代
的
組
織
に
改
め
ら
る
る
に
及
ん
で
、
漸
次
こ
れ
〔
註
、
親
方
制
度
を
指
す
〕
が
改
廃
の
機
運
を
醸
成

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
遇
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
二
（
六
三
）

話
方
」
に
よ
っ
て
、
若

干
の
差
が
あ
る
が
、
こ

の
総
数
百
四
十
八
名
を

平
均
す
れ
ば
、
一
名
当

り
約
五
十
名
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
総
数
そ

　
　
　
こ
の
よ
う
な
比

　
　
　
　
　
当
時
、
相



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
（
六
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

　
し
、
今
日
に
於
て
は
筑
豊
炭
田
の
一
二
に
存
績
せ
る
外
、
殆
ん
ど
そ
の
影
を
見
ず
』

云
序
と
論
断
し
て
い
る
如
き
は
、
実
地
検
証
の
不
足
か
ら
来
た
速
断
と
し
て
、
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
う
。
の
み
な
ら

ず
、
同
書
が
、
右
を
承
け
て
、

『
即
ち
・
従
来
の
飯
場
制
度
は
・
鉱
山
直
乳
近
代
的
寄
宿
企
儲
度
に
代
り
、
飯
場
制
度
は
、
鉱
山
賃
の
資
格
を
有
す
る
「
世

　
話
役
制
度
」
に
変
更
せ
ら
れ
、
募
集
・
有
付
・
賃
金
・
監
督
等
の
事
務
も
亦
、
組
織
あ
る
労
務
事
務
に
変
更
せ
ら
れ
』

云
疋
と
説
き
、
更
に
叉
、

　
『
最
近
各
鉱
山
共
に
直
轄
制
度
を
実
行
し
た
る
結
果
、
今
日
に
於
て
は
純
然
た
る
歴
史
的
遺
物
と
し
て
研
究
せ
ら
る
る
に
遇
ぎ
ぎ

　
　
わ

　
る
』

も
の
と
す
る
如
き
も
、
上
に
指
摘
し
た
実
情
に
即
し
て
み
る
隈
り
、
多
く
の
場
合
、
た
と
い
、
制
度
の
単
な
る
外
形
的
推
移
を
伝
え

得
た
も
の
と
は
す
る
も
、
そ
の
実
質
的
な
実
相
に
触
れ
得
た
も
の
と
は
、
決
し
て
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
〔
な
お
、
後
述
参
照
〕
。

　
次
に
間
題
と
す
べ
き
は
、
こ
の
「
世
語
万
」
な
る
も
の
の
給
与
・
収
得
は
、
果
し
て
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
点
で
あ

る
・
こ
の
点
は
、
一
般
労
働
者
と
比
較
し
て
の
、
こ
の
「
世
話
万
」
の
地
位
の
想
定
資
料
た
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
制
度
の
撤
廃
．

解
体
に
１
際
し
て
の
措
置
に
も
、
当
然
関
連
す
る
事
柄
と
し
て
、
重
要
視
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
特
権
的
地
位
と
み

ら
れ
る
こ
の
「
世
語
万
」
の
、
そ
の
地
位
に
伴
う
、
い
わ
ば
、
特
権
的
収
入
の
大
小
如
何
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
解
体
さ
せ
よ
う
と
す

る
際
の
処
遇
に
は
、
お
の
ず
か
ら
、
軽
重
が
あ
っ
た
筈
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
　
「
世
話
万
」
三
名
の
う
ち
、
二
名
に
対
し
て
は
、
取
締
と
し
て
の
給
料
が
、
月
額
二
十
七
円
と
二
十
五
円

と
が
そ
れ
ぞ
れ
支
給
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
額
は
、
当
時
と
し
て
、
大
体
下
級
職
員
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と



こ
ろ
が
、
彼
等
「
世
話
方
」
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
　
「
世
話
方
」
と
し
て
の
基
礎
的
給
与
と
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
昭
和

三
年
度
一
カ
年
分
は
次
表
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
【
篤
二
表
］
世
話
万
の
基
礎
的
給
与
年
額
表
　
〔
昭
和
三
年
度
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
今
、
こ
れ
に
対
し
て
、

入
　
　
　
番
　
　
　
手
　
　
　
当

　
事
　
項
世
語
方
氏
名

月
手
当

夜
勤
手
土
計

合
　
　
計

特
別
入
番
手
当

普
通
入
番
手
当

○
○
Ｘ
Ｘ

　
　
円
二
一
〇
、
○
○

一
・
六
）
一
・
一
六
二
有
円
ニ
ニ

一
八
、
八
・
一　

　
円
八
五
二
、
二
一

　
　
円
九
七
二
、
二
一

Ｏ
○
△
△

二
一
〇
、
○
○
…
、
六
工

四
六
九
、
三
二

一
八
、
○
八
六
四
一
、
○
○

七
六
一
、
○
○

○
○
　
　
…

二
一
〇
、
○
○

三
八
、
王
三
八
八
、
八
三

膏
二
五
五
三
七
、
二
二

六
五
七
、
二
二

若
干
の
解
説
と
分
析
を

試
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
月

手
当
」
と
あ
る
の
は
、

「
世
話
方
」
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
る
。
最
初
の

二
名
に
は
、
こ
の
外
、
前
途
の
通
り
「
取
締
」
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
分
の
手
当
が
月
額
に
し
て
二
十
七
円
乃

至
二
十
五
円
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
　
「
入
番
手
当
」
と
は
、
所
属
労
働
者
を
入
坑
さ
せ
、
作
業
に
従
事
せ
し
め
た
こ
と
に
対
す

る
手
当
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
、
　
「
世
話
万
」
と
し
て
は
、
そ
の
所
属
蛍
働
者
を
督
励
し
て
、
極
カ
稼
働
さ

せ
る
よ
う
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
入
番
手
当
」
の
「
特
別
」
と
は
、
一
カ
月
に
つ
き
二
十
三
日
以
上
出
勤
者
一
工
に
つ
き

金
六
銭
を
支
給
す
る
も
の
を
い
い
、
同
じ
く
「
普
通
」
と
は
、
同
二
十
二
日
以
下
出
勤
者
一
工
に
っ
き
金
四
銭
を
支
給
す
る
も
の
を

い
う
。
叉
、
　
「
夜
勤
手
当
」
と
は
、
夜
勤
一
工
に
つ
き
金
四
銭
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
合
計
額
に
つ
き
、
各
自
の
一
ヵ
月
分
の
収
得
額
を
算
出
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
八
十
一
円
〔
強
〕
、
六
十
四
円
〔
弱
〕
、

五
十
五
円
〔
弱
〕
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

次
に
、
附
随
的
給
与
と
し
て
は
、
「
申
元
手
当
」
一
「
年
末
手
当
」
・
「
募
集
手
当
」
等
が
あ
り
・
そ
の
年
額
は
次
表
の
通
り
で
あ
っ
た
・

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
万
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
六
五
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）

【
第
三
表
】
世
話
万
の
附
随
的
給
与
年
額
表

〔
昭
和
三
年
度
分
〕

募
蝸
名
項
一
申
元
手
当

年
末
手
当

募
集
手
当

合
　
　
　
計

…
二
／
一

／
一

　
　
四
六
〇
、
Ｏ
○

　
　
同
六
〇
、
○
○

・
…
一

／
一

／
一
三
五
、
○
○

三
五
、
○
○

・
・
：
工
貢
円
・
・
一

一
・
♂
・
一
三
９
・
・
一
葦
・
・

異
動
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
右
表
の
合
計
額
に
つ
き
、
各
白
の
一
カ
月
分
の
収
得
額
を
算
出
し
て
み
る
と
、

十
銭
〔
弱
〕
と
な
る
。

　
更
に
、
そ
の
他
の
収
得
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
も
の
に
、
「
飯
場
収
得
」
が
あ
る
。

者
に
対
す
る
世
話
賃
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
次
表
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尤
も
、

　
　
【
篤
四
表
】
世
語
方
の
飯
場
収
得
年
額
表
〔
昭
和
三
年
度
分
〕

　
　
　
事
項
世
語
方
氏
名

飯
　
　
　
料

利
　
　
　
益

一
ケ
月
平
均
人
　
　
　
員

…
二
九
七
九
。
三

　
　
円
九
七
、
九
一

一
七

・
…
一
七
六
二
、
土
芙
二
九
一
　
三

・
・
：
工
九
四
〇
、
○
八

九
雫
・
八
一
　
；

は
、
利
益
を
『
約
一
割
と
推
定
』
し
た
と
の
註
記
が
あ
る
の
で
あ

る
が
、

る
。
時
と
し
て
、

以
上
に
さ
え
の
ぼ
っ
た
か
の
如
き
事
例
を
聞
く

カ
月
平
均
人
員
十
二
名
乃
至
十
七
名
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
（
六
六
）

　
　
上
の
表
で
、
最
初
の
二
名
に
，
、
　
「
中
元
手
当
」
・

　
　
「
年
末
手
当
」
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
　
「
取
締
」
と

　
し
て
の
給
与
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　
叉
・
「
募
集
手
当
」
は
・
も
ち
ろ
ん
、
各
年
度
間
に
お

　
け
る
そ
の
実
績
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、

　
そ
の
実
額
は
、
そ
の
年
疋
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら

　
　
そ
れ
ぞ
れ
、
五
円
、
二
円
九
十
銭
〔
強
〕
、
四
円
二

　
　
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
飯
場
に
お
い
て
の
所
属
労
働

　
　
　
　
０

上
の
表
に
対
し
て
は
、
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
一

こ
の
推
定
に
は
甘
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
の
点
で
あ

　
　
　
　
こ
の
利
益
は
、
二
割
～
三
割
、
あ
る
い
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
そ
の
二
は
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
い
う
こ

一
一＾

～



と
を
示
す
の
か
。
さ
き
に
第
一
表
で
示
し
た
所
属
労
働
者
数
と
の
ひ
ら
き
が
多
い
が
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
飯
場
に
起
居
し
、
他
の

多
く
は
通
勤
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
ど
う
か
。
何
等
の
説
明
が
な
く
、
十
分
に
理
解
し
兼
ね
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
然
し
、
一
応
右
表
に
よ
っ
て
算
出
す
れ
ば
、
各
人
の
一
カ
月
分
の
「
飯
場
収
得
額
」
は
平
均
し
て
、
八
円
二
十
銭
〔
弱
〕
、
六
円
三

十
六
銭
〔
弱
〕
、
七
円
八
十
銭
〔
強
〕
と
な
る
。

　
以
上
、
三
種
の
収
得
一
カ
月
分
を
各
人
に
つ
き
集
計
す
れ
ぱ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
九
十
四
円
二
十
銭
、
七
十
三
円
二
十
六
銭
、
六
十
七

円
と
な
る
。
そ
し
て
、
さ
き
の
二
者
に
は
、
　
「
取
締
」
と
し
て
の
給
与
が
こ
の
外
に
、
月
額
二
十
七
円
と
二
十
五
円
が
支
給
せ
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
全
収
得
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
百
二
十
一
円
二
十
銭
、
九
十
八
円
二
十
六
銭
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
額
は
、
当
時
と
し
て
は
、
相
当
な
高
額
と
い
う
べ
く
、
普
通
労
働
者
の
二
倍
乃
至
三
倍
、
若
く
は
そ
れ
以
上
で
さ
え

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
、
解
体
過
程
に
あ
り
、
あ
る
程
度
弱
体
化
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
か
く
て
は
、
　
「
世
話
万
」
の

地
位
を
し
て
特
権
的
地
位
た
ら
し
め
て
い
た
特
権
的
収
得
は
、
決
し
て
、
軽
少
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
親
方
制
度
存
廃
に
関
す
る
鉱
山
長
の
意
見

　
上
途
の
如
く
、
三
菱
本
杜
で
は
、
昭
和
三
年
末
に
、
所
属
各
鉱
山
長
に
対
し
て
、
　
「
世
話
万
制
度
」
の
実
態
に
関
す
る
調
査
報
告

を
徴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
　
『
世
語
万
制
度
ノ
得
失
並
二
改
善
方
策
二
関
ス
ル
意
見
』
の
提
出
を
求
め
た
。
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
渡
鉱
山
長
は
、
　
『
其
運
用
宜
シ
キ
ヲ
得
レ
バ
』
と
一
応
条
件
付
き
で
こ
そ
あ
っ
た
が
、
十
分
肯
定
的

と
み
る
べ
き
、
す
く
な
く
と
も
、
な
お
当
分
の
間
は
、
こ
の
種
制
度
の
存
績
を
必
要
と
す
る
旨
答
申
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
く
、

　
『
当
万
世
話
人
ハ
炭
坑
二
於
ケ
ル
直
轄
世
話
万
二
類
似
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
純
直
轄
制
度
ト
世
話
万
制
度
ヲ
振
衷
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
遇
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
六
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
六
八
）

　
レ
バ
、
其
運
用
宜
シ
キ
ヲ
得
バ
、
両
制
度
ノ
長
所
ヲ
充
分
発
揮
シ
得
ル
ノ
便
ア
リ
。
則
チ
、
　
一
方
凡
テ
会
杜
ノ
直
接
指
導
監
督

　
ノ
下
二
、
鉱
夫
取
扱
二
従
事
ス
ル
ヲ
以
テ
、
所
謂
世
話
方
制
度
ノ
弊
二
陥
ル
コ
ト
少
ナ
キ
ト
共
二
、
他
万
世
話
方
制
度
ノ
長
所
タ

　
ル
、
鉱
夫
募
集
上
ノ
老
練
ナ
ル
手
腕
ヲ
充
分
発
揮
シ
得
ル
モ
ノ
ア
リ
。
殊
二
世
話
人
三
人
申
二
人
迄
ハ
、
労
務
係
取
締
（
坑
夫
検

身
其
他
外
勤
助
手
）
ヲ
兼
務
サ
セ
居
ル
ヲ
以
テ
、
其
ノ
鉱
夫
取
扱
上
二
於
テ
、
殆
ン
ド
純
直
轄
ト
大
差
ナ
キ
状
況
二
在
リ
。
故

　
二
、
少
ク
モ
当
万
現
下
ノ
実
情
二
在
リ
テ
ハ
、
過
度
的
時
代
ト
シ
テ
、
当
分
或
ル
程
度
迄
此
種
世
話
万
存
在
ノ
必
要
ヲ
認
ム
』

云
序
と
。

　
右
の
如
き
は
、
現
地
の
最
高
責
任
者
た
る
鉱
山
長
の
意
見
と
し
て
、
当
面
の
問
題
考
察
上
、
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
、
経
営
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
、
若
干
批
判
の
余
地
な
し
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
右
に
、
『
凡
テ
会
杜
ノ
直
接
指
導
監
督
ノ
下
二
、
鉱
夫
取
扱
二
従
事
ス
ル
」
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る

「
世
話
万
制
度
」
の
弊
に
陥
る
こ
と
が
す
く
な
い
と
あ
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
『
会
杜
ノ
直
接
指
導
監
督
』
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、

当
時
の
実
態
と
し
て
、
果
し
て
、
十
全
な
も
の
で
あ
り
得
た
か
ど
う
か
。
疑
間
の
余
地
が
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
は
、
一
応
文
字
通
り

に
請
取
る
と
し
て
も
、
　
『
会
杜
ノ
直
接
指
導
監
督
』
さ
え
あ
れ
ば
、
労
働
者
の
取
扱
上
、
果
し
て
、
不
都
合
な
こ
と
が
な
か
っ
た
と

い
え
る
か
、
ど
う
か
。
叉
、
労
働
者
の
立
場
は
尊
重
せ
ら
れ
、
そ
の
利
益
は
、
擁
護
せ
ら
れ
て
、
遺
憾
な
き
を
得
た
か
、
ど
う
か
。

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
特
権
を
把
持
し
て
、
労
働
者
を
牛
耳
っ
て
い
た
「
世
話
万
」
の
存
在
形
態
か
ら
み
て
、
大
き
な
疑
間
だ
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
お
も
う
。
更
に
は
叉
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
　
『
世
話
方
制
度
ノ
長
所
タ
ル
』
〔
原
文
の
表
現
を
借
用
し
て
、
仮

り
に
い
う
〕
『
鉱
夫
募
集
上
ノ
老
練
ナ
ル
手
腕
ヲ
充
分
二
発
揮
シ
得
ル
』
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
全
く
、
経
営
者
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

場
に
立
っ
て
の
意
見
で
あ
っ
て
．
か
っ
て
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
”
労
働
者
募
集
上
、
右
に
、
種
々
な
悪
弊
が
随
伴
し
た
こ
と



は
、
当
時
顕
著
な
事
実
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
い
う
が
如
く
、
　
「
鉱
夫
募
集
上
ノ
老
練
ナ
ル
手
腕
ヲ
充
分
発
揮
セ
シ
メ
得
ル
』
こ
と

は
、
会
社
側
に
と
っ
て
こ
そ
、
好
都
合
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
悪
弊
を
一
層
顕
著
に
随
伴
せ
し

む
る
こ
と
を
結
果
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
対
す
る
顧
慮
の
如
き
は
、
こ
こ
で
は
、
全
く
払
わ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五
、
三
菱
本
杜
の
親
万
制
度
解
体
措
置

　
さ
き
に
；
胃
し
た
通
り
、
三
菱
本
杜
と
し
て
は
、
親
方
制
度
解
体
に
関
す
る
根
本
方
針
は
、
つ
と
に
、
大
正
七
年
に
確
立
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
、
傘
下
の
各
鉱
山
長
を
招
集
し
て
開
催
せ
ら
れ
た
場
所
長
〔
鉱
山
長
〕
会
議
に
お
い
て
、

　
『
所
謂
納
屋
制
度
二
代
フ
ル
ニ
、
直
轄
制
度
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
レ
」

た
も
の
１
で
、
『
其
ノ
後
、
機
ヲ
見
テ
漸
次
之
レ
ガ
整
理
二
努
メ
来
」
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ
の
進
捗
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
は
か

ば
か
し
く
な
く
、
よ
う
や
く
、
昭
和
初
年
に
至
っ
て
、
具
体
化
の
域
に
近
づ
い
た
模
様
で
、
例
え
ば
、
昭
和
四
年
一
月
に
は
、
筑
豊

鉱
業
所
に
お
い
て
、
叉
、
同
年
三
月
に
は
唐
津
鉱
業
所
に
お
い
て
と
い
う
如
く
、
こ
の
万
針
が
貫
徹
せ
ら
れ
だ
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
当
時
、
本
杜
総
務
部
長
か
ら
発
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
通
達
に
よ
っ
て
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
く
、

　
『
　
　
　
　
　
世
話
万
後
継
者
二
係
ル
件

　
拝
啓

　
陳
者
杜
内
世
話
万
制
度
ハ
、
時
勢
ノ
推
移
二
伴
ヒ
、
事
業
管
理
上
之
ガ
存
続
二
付
テ
ハ
、
考
慮
ヲ
要
ス
ベ
キ
案
件
ナ
ル
ガ
、
吾
杜

　
ノ
方
針
ト
シ
テ
ハ
、
已
二
大
正
七
年
場
所
長
会
議
二
於
テ
、
所
謂
納
屋
制
度
二
代
フ
ル
ニ
、
直
轄
制
度
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
（
七
〇
）

　
ラ
レ
侯
処
、
其
後
、
各
場
所
機
ヲ
見
テ
漸
次
之
ガ
整
理
二
努
メ
来
リ
、
本
年
一
月
ニ
ハ
筑
豊
鉱
業
所
二
於
テ
、
叉
、
同
三
月
ニ
ハ

唐
津
鉱
業
所
二
於
テ
、
何
レ
モ
其
ノ
世
話
方
ヲ
撤
廃
ス
ル
ニ
至
リ
侯
ガ
、
今
後
共
右
方
針
ヲ
持
シ
、
現
在
世
話
方
制
度
実
施
ノ
場

　
所
二
於
テ
、
世
話
方
〔
飯
場
頭
、
部
屋
主
Ｈ
原
註
〕
死
亡
・
退
職
等
二
依
リ
、
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
、
世
襲
的
取
計
ハ
素
ヨ
リ
、

　
一
般
後
継
者
ノ
採
用
ヲ
避
ケ
、
該
所
属
鉱
夫
ハ
其
儘
之
ヲ
直
轄
ト
シ
テ
統
制
ス
ル
事
二
致
シ
度
ク
、
此
ノ
辺
ノ
事
御
如
才
無
之
ト

　
ハ
存
ジ
侯
モ
、
為
念
此
段
得
貴
意
ヲ
侯
。

　
　
　
　
昭
和
四
年
七
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
部
長

　
佐
渡
鉱
山
長
御
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
右
に
よ
っ
て
、
当
時
と
し
て
、
整
理
進
捗
申
と
は
い
い
な
が
ら
、
な
栖
、
こ
れ
を
完
了
し
な
い
所
属

鉱
山
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　
で
は
、
ど
う
し
て
、
納
屋
制
度
〔
親
万
制
度
〕
廃
止
の
根
本
万
針
樹
立
後
、
十
カ
年
と
い
う
短
か
か
ら
ぬ
歳
月
を
費
し
て
、
な
お
、

こ
の
よ
う
な
遅
え
た
る
整
理
の
進
捗
状
況
に
あ
っ
た
の
か
。
重
要
視
す
べ
き
間
題
点
で
あ
ろ
う
。
．
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
会
杜
当
局

の
整
理
方
針
と
し
て
、
漸
進
方
策
が
と
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
肝
心
な
の
は
、
で
は
、
何
が
、
会
杜
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
漸
進

万
策
を
と
ら
し
め
た
か
の
点
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
会
杜
の
漸
進
方
策
の
端
的
な
現
れ
は
、
右
文
書
申
の
『
世
話
方
〔
飯
場
頭
・
部
屋
主
〕
ノ
死
亡
・
退
職
等
二
依
リ
、
欠
員
ヲ
生
ジ
タ

ル
場
合
』
云
欠
と
い
う
一
駒
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
世
話
方
」
の
整
理
は
、
　
『
死
亡
・
退
職
等
二
依
リ
、
欠
員
ヲ
生
ジ

タ
ル
場
合
」
だ
け
に
限
り
、
会
社
の
一
方
的
な
意
思
に
よ
り
、
強
制
的
に
こ
れ
を
敢
行
し
な
い
方
針
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
は
、
多
少
は
、
会
杜
当
局
の
世
話
方
に
対
す
る
一
種
の
恩
恵
的
措
置
の
結
果
と
は
す
る
も
、

糾畔
．
い



別
に
叉
、
す
で
に
弱
体
化
し
つ
っ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
多
数
の
労
働
者
を
擁
し
て
の
「
世
話
方
」
の
勢
カ
の
、
な
お
、
無
視
し
難
い

も
の
が
あ
っ
た
た
め
か
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
こ
の
推
測
は
、
他
の
鉱
山
で
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
整
理
敢
行
の
際
、
多
数
の
子
分
を
擁
し
て
の
親
方
が
、
相
当
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

濫
な
反
対
運
動
を
展
開
し
て
い
る
事
労
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
佐
渡
鉱
山
に
あ
っ
て
も
、
昭
和

三
年
、
老
衰
の
本
人
の
自
発
的
願
出
に
よ
っ
て
、
一
名
の
世
話
方
〔
部
屋
頭
〕
を
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
鉱
仙
長
か
ら
本
杜
宛

報
告
書
の
末
尾
に
は
、
　
『
尚
、
同
部
屋
所
属
鉱
夫
ハ
ニ
十
二
日
至
極
平
穏
裡
二
直
轄
二
引
継
ヲ
了
シ
侯
間
、
為
念
申
添
侯
』
云
序
と

附
言
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
、
自
発
的
な
願
出
の
場
合
に
あ
っ
て
さ
え
、
か
な
ら
ず
し
も
、
『
平
穏
裡
二
』

引
継
が
終
了
せ
ら
れ
る
と
は
隈
ら
な
い
実
情
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
暗
に
，
物
語
っ
て
い
る
宴
言
だ
と
い
え
よ
う
か
と
お
も
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
世
話
方
」
整
理
の
具
体
的
処
置
は
、
果
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
ま
ず
、
昭
和
三
年
十
一
月
、

同
鉱
山
の
一
世
話
方
が
、
老
齢
の
ゆ
え
を
以
て
退
職
願
を
提
出
し
、
自
已
の
部
屋
を
解
散
廃
止
し
た
い
旨
を
串
出
で
た
〔
後
、
い
く
ば

く
も
な
く
・
本
人
死
亡
〕
。
こ
れ
を
認
容
し
た
鉱
山
当
局
と
し
て
は
、
前
例
参
酌
の
上
で
、
退
職
手
当
金
及
び
功
労
金
を
給
与
す
る
こ

と
と
し
、
立
案
の
上
、
本
杜
へ
伺
出
、
伺
の
通
り
の
指
合
を
得
た
が
、
そ
れ
に
拠
る
と
、
こ
の
場
合
の
退
職
手
当
金
三
千
円
、
功
労

金
四
千
五
百
円
、
合
計
七
千
五
百
円
也
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
額
は
、
当
時
の
一
般
給
与
水
準
乃
至
は
、
貨
幣
価
値
か
ら
み
る
と
き

は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
少
額
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
１
、
昭
和
五
年
に
至
っ
て
、
同
鉱
山
で
は
、
最
後
ま
で
残
っ
た
二
名
の
「
世
話
方
」
の
整
理
を
断
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
際
の
解
体
措
置
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
前
例
に
よ
る
既
定
方
針
の
貫
徹
以
外
に
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
な
お
、

若
干
の
曲
折
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
会
杜
当
局
と
し
て
は
、
こ
の
二
名
を
、
．
専
任
労
務
係
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
と

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
遇
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
（
七
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
（
七
二
）

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
、
各
自
の
所
属
労
働
者
は
、
こ
れ
を
直
轄
に
移
し
、
飯
場
止
宿
者
は
、
こ
れ
を
直
営
寄
宿

舎
に
転
ぜ
し
め
る
か
、
乃
至
は
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
と
も
か
く
『
従
来
ノ
世
話
方
所
轄
関
係
ヨ
リ
離
脱
セ
シ
ム
ベ
ク
』
、
「
世

話
方
」
も
、

　
『
一
且
純
然
タ
ル
労
務
係
員
二
登
用
ノ
上
ハ
、
飯
場
経
営
等
ヨ
リ
全
然
手
ヲ
引
カ
シ
メ
、
飽
ク
マ
デ
労
務
管
理
ノ
見
地
ヨ
リ
之
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
）

　
統
制
ヲ
期
ス
ル
事
肝
要
』

な
り
と
せ
ら
れ
、
本
社
よ
り
、
厳
重
に
こ
れ
が
励
行
方
要
求
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
鉱
山
当
局
と
し
て
は
、
そ
の
特
殊
事
情
を
申
立
て
て
、
若
干
の
例
外
措
置
の
希
望
を
求
め
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
一
っ
に
は
、
直
営
寄
宿
舎
収
容
カ
の
関
係
上
、
に
わ
か
に
実
行
し
難
い
実
情
に
あ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ

り
、
更
に
は
、
　
「
世
話
万
」
本
人
達
の
希
望
、
乃
至
は
『
飯
場
止
宿
者
等
ノ
世
話
人
二
対
ス
ル
同
情
等
モ
考
慮
シ
』
て
の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
結
局
は
、
経
過
的
措
置
と
し
て
、
今
し
ぱ
ら
く
、
　
『
下
宿
ノ
形
式
ヲ
以
テ
、
従
来
通
リ
ノ
止
宿
ヲ
認
』
む
べ
き
よ
う
了
承
を

申
出
で
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
昭
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
付
、
　
「
世
話
人
廃
止
後
ノ
取
扱
二
関
ス
ル
件
」
が
、

明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
日
く
、

　
『
　
　
　
　
世
話
人
廃
止
後
ノ
取
扱
二
関
ス
ル
件

拝
啓

　
頭
書
二
係
ル
去
ル
十
七
日
付
親
展
貴
信
拝
承
、
御
串
越
之
趣
委
細
拝
承
仕
侯
。
世
話
人
経
営
飯
場
二
関
シ
テ
ハ
、
御
来
旨
ノ
如

　
ク
、
世
話
人
制
度
廃
止
ト
同
時
二
之
ヲ
撤
廃
シ
、
同
止
宿
者
ヲ
直
営
寄
宿
舎
二
転
宿
方
決
行
可
致
処
、
直
営
寄
宿
舎
収
容
カ
ノ
関

係
上
〔
収
容
カ
約
五
十
人
ノ
処
、
当
時
廿
八
人
屠
住
、
世
話
人
飯
場
止
宿
者
四
十
名
現
在
〕
、
遠
カ
ニ
実
行
難
致
事
情
有
之
、
勇
々
世
話
人



　
ノ
希
望
並
同
飯
場
止
宿
者
等
ノ
世
話
人
二
対
ス
ル
同
情
等
ヲ
モ
考
慮
シ
、
経
過
的
取
扱
ト
シ
テ
、
今
暫
ラ
ク
下
宿
ノ
形
式
ヲ
以

　
テ
・
従
来
通
リ
ノ
止
宿
ヲ
認
メ
、
余
リ
遠
カ
ラ
ザ
ル
適
当
ノ
機
会
二
於
テ
、
直
営
寄
宿
舎
二
転
宿
其
他
ノ
万
法
ヲ
取
運
ビ
串
度
所

存
ニ
テ
、
其
旨
世
話
人
等
ニ
モ
充
分
申
含
メ
居
侯
次
第
二
付
、
左
様
御
了
承
被
下
度
』
〔
以
下
省
略
〕

云
序
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
右
に
対
し
、
本
杜
と
し
て
は
、
更
に
重
ね
て
、

　
『
〔
前
略
〕
・
右
二
付
テ
ハ
前
弊
信
ニ
テ
得
貴
意
侯
通
リ
、
…
…
、
一
且
世
話
人
資
格
ヲ
解
キ
、
純
然
タ
ル
労
務
係
員
二
登
用
ノ
上

　
ハ
・
同
時
二
従
来
ノ
所
謂
飯
場
経
営
ヲ
モ
罷
メ
シ
ム
ル
コ
ト
当
然
ノ
儀
二
侯
ガ
、
御
申
越
ノ
如
キ
特
殊
事
情
ア
リ
ト
セ
バ
、
不
得

　
止
、
差
当
リ
ノ
便
宜
ト
シ
テ
、
暫
ク
下
宿
ノ
形
式
ヲ
以
テ
、
在
来
ノ
者
二
限
リ
、
一
時
同
人
方
二
止
宿
ヲ
認
ム
ル
モ
、
其
ノ
内
容

　
ハ
飽
ク
迄
、
直
営
寄
宿
舎
二
準
ゼ
シ
メ
、
余
リ
遅
レ
ザ
ル
内
二
此
種
変
則
ノ
取
扱
ヲ
改
ム
ル
様
御
取
運
相
成
度
』

云
序
と
・
い
わ
ば
・
戒
告
的
な
条
件
付
き
を
以
て
、
よ
う
や
く
こ
れ
を
認
容
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
菱
本
杜
当

局
の
こ
の
制
度
廃
止
に
関
し
て
の
、
根
本
方
針
貫
徹
の
決
意
の
程
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
み
か
と
お
も
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
・
三
菱
系
統
の
鉱
山
で
の
親
方
制
度
解
体
が
、
ほ
ぼ
完
結
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
、
右
の
「
世
話
万
」
廃
止

後
・
職
制
上
「
傭
使
補
」
な
る
も
の
が
定
め
ら
れ
て
あ
り
、
こ
れ
が
、
昭
和
十
年
夏
ま
で
残
置
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
「
傭

使
補
」
に
つ
い
て
は
、
会
杜
当
局
に
よ
っ
て
、

　
『
職
員
ト
労
務
者
ト
ノ
申
間
的
立
場
二
在
ツ
タ
モ
ノ
』

で
あ
り
、

　
『
之
ハ
昔
ノ
小
頭
デ
、
鉱
夫
ノ
籍
ニ
ハ
ァ
ル
ガ
、
純
粋
ノ
鉱
夫
ト
ハ
チ
ガ
ツ
テ
、
鉱
夫
ヲ
指
導
シ
テ
オ
ノ
・
タ
ノ
ヲ
、
色
序
ノ
方
法

　
　
　
わ
が
国
鉱
業
、
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
七
三
）

‘



　
　
　
立
愉
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
一
号
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
七
四
）

　
デ
優
遇
シ
テ
職
員
二
取
立
テ
タ
モ
ノ
』

云
序
と
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
亦
、
昭
和
十
年
夏
に
至
っ
て
廃
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
廃
止
理
由
と
し
て
・

　
『
命
令
系
統
ガ
正
員
カ
ラ
傭
使
、
傭
使
カ
ラ
傭
使
補
、
傭
使
補
カ
ラ
労
務
者
ト
幾
重
ニ
モ
ナ
ル
ノ
ハ
面
白
ク
ダ
イ
ノ
デ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

云
久
と
説
か
れ
て
い
る
の
を
み
れ
樽
、
こ
の
「
傭
衡
補
」
な
る
存
在
が
、
い
わ
ゆ
る
「
世
話
方
」
廃
止
後
・
な
お
・
存
続
し
た
親
万

制
度
の
残
影
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
か
と
お
も
う
。
こ
の
見
解
に
し
て
誤
な
し
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
・
親

方
制
度
の
解
体
措
置
は
、
完
遂
の
域
に
達
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
、
む

す
　
　
び

　
以
上
、
わ
が
国
鉱
山
会
杜
一
方
の
雄
と
し
て
聞
ゆ
る
三
菱
鉱
業
に
例
を
と
っ
て
、
わ
が
国
金
属
鉱
業
に
お
け
る
親
万
制
度
の
解

体
過
程
、
特
に
、
そ
の
解
体
に
際
し
て
の
措
置
に
関
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
今
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
共
に
、
若
干
を
堕
言
し
よ
う
。
同
杜
で
封
建
的
な
親
方
制
度
を
以
て
、
種
々
の
悪
弊
が
あ
る
と
し
、
こ

れ
が
解
体
を
目
論
見
、
そ
の
根
本
方
針
を
樹
立
し
た
の
は
、
比
較
的
早
く
、
す
で
に
大
正
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
次
は
、

一
般
に
わ
が
国
で
の
労
働
運
動
が
活
澄
化
し
た
第
一
次
欧
洲
大
戦
後
よ
り
も
、
い
さ
さ
か
な
が
ら
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
、
一
応
、

注
目
せ
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
、
真
に
具
体
化
し
て
来
た
の
は
、
こ
の
根
本
方
針
樹
立
後
、
な
お
、
約
十
カ
年
の
後
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
一
見
、
不
可
解
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
若
干
は
他
の
事
情
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
主
と
し
て

は
、
過
去
永
い
伝
統
と
、
相
当
強
い
組
織
を
持
っ
た
、
一
の
特
権
的
地
位
と
目
す
べ
き
親
方
〔
飯
場
頭
・
納
屋
頭
等
〕
の
存
在
が
、
に

わ
か
に
無
視
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
会
杜
当
局
と
し
て
は
、
か
か
る
悪
弊
多
き
古

い



い
形
態
の
存
続
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
し
、
昭
和
初
年
以
来
、
こ
れ
が
解
体
・
廃
絶
の
根
本
方
針
貫
徹
の
決
意
を
薪
ら
た
に
し
た
。

し
か
も
・
更
に
・
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
一
挙
に
断
行
す
る
こ
と
を
昔
ず
、
な
わ
、
あ
る
程
度
、
漸
進
的
方
策
を
採
っ
た
の
は
、
現
実

間
題
の
処
理
上
・
む
し
ろ
、
こ
れ
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
事
情
も
亦
、
依
然
と
し
て
、
親
方

制
度
の
存
在
が
軽
視
し
が
た
い
カ
を
、
あ
る
程
度
持
ち
続
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

　
か
く
て
・
こ
の
よ
う
な
事
惰
は
、
さ
き
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
、
足
尾
銅
山
大
正
八
年
の
改
革
に
当
っ
て
、
　
『
民
衆
本
位
二

時
論
二
聴
従
シ
テ
、
飯
場
ヲ
廃
シ
テ
新
制
ヲ
編
ム
』
と
の
新
方
針
が
採
ら
れ
た
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
，
か
く
て
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る

「
薪
制
」
な
る
も
の
も
、
畢
寛
、
　
「
古
ヘ
ノ
飯
場
ノ
組
織
ヲ
転
化
シ
テ
造
レ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
飯
場
頭
ヲ
其
内
二
混
融
シ
、
活
用
セ

ム
ト
ス
ル
モ
ノ
也
』
と
せ
ら
れ
、
多
分
に
旧
制
度
の
温
存
が
な
さ
れ
、
旧
来
の
「
鉱
夫
飯
場
組
合
」
を
改
正
し
て
出
来
た
薪
機
構
そ

の
も
の
も
・
実
質
的
に
い
っ
て
、
　
『
従
来
ノ
飯
場
ノ
名
称
ヲ
廃
シ
、
之
レ
ヲ
組
ト
称
シ
、
頭
役
ヲ
世
話
役
ト
呼
ビ
、
其
ノ
所
属
タ
リ

シ
鉱
夫
ハ
其
ノ
儘
組
二
所
属
セ
シ
メ
、
組
ノ
監
督
取
締
ハ
世
話
役
之
レ
ヲ
ナ
ス
』
云
友
と
い
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
と
、
か

な
ら
ず
し
も
、
相
去
る
こ
と
遠
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
き
に
・
わ
た
く
し
は
・
鉱
此
労
働
に
お
け
る
封
建
性
の
温
床
た
る
親
万
制
度
の
命
脈
に
・
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
迷
べ
て
お
い

た
・
日
く
・
多
少
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
全
般
的
趨
勢
と
し
て
み
る
限
り
に
栖
い
て
は
、
第
一
次
欧
洲
大
戦
後
の
時
期
に
至
っ

て
∴
あ
る
程
度
弱
体
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
、
間
も
な
く
絶
滅
し
去
っ
た
と
み
て
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
っ
て
・
そ
れ
は
あ
る
程
度
弱
体
化
せ
ら
れ
た
状
態
の
ま
ま
で
、
か
な
り
お
そ
く
ま
で
〔
多
く
は
、
今
次
大
戦
の
終
了
後
ま
で
〕
残
存
し

つ
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
得
よ
う
か
と
。
本
稿
論
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
み
れ
ぱ
、
佐
渡
鉱
山
〔
延
い
て
は
、
三
菱
傘
下
の

諸
鉱
山
も
・
ほ
ぼ
同
様
の
事
実
に
あ
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
が
〕
の
事
例
に
拠
れ
ば
、
親
方
制
度
解
体
の
根
本
方
針
の
確
立
及
び
解
体
措

　
　
　
　
わ
が
国
鉱
業
〔
金
属
〕
に
お
け
る
親
方
制
度
の
解
体
過
程
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
七
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
七
六
）

置
の
完
遂
は
、
若
干
こ
れ
に
先
行
し
て
い
る
と
い
い
得
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
間
、
十
数
年
と
い
う
永
い
期
間
を
必
要

と
し
た
の
は
、
そ
れ
を
そ
う
さ
せ
た
親
万
制
度
の
根
強
い
残
存
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
重
ね
て
指
摘
し
た
い
と
お
も
う
。
ー

　
し
か
も
叉
、
一
応
、
形
の
上
で
解
体
を
了
し
た
親
方
制
度
も
、
こ
れ
を
実
質
的
に
み
る
と
き
、
か
な
ら
ず
し
も
、
そ
う
と
ば
か
り

い
い
得
な
か
っ
た
点
を
見
逃
す
べ
き
で
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
労
働
者
各
自
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
永
い
伝
統
に
培
か
わ
れ

て
来
た
親
方
子
万
的
な
結
び
つ
き
が
、
各
自
の
意
識
の
う
ち
に
お
い
て
、
な
栖
、
依
然
と
し
て
、
存
続
し
つ
づ
け
た
点
が
な
か
っ
た

と
は
、
到
底
い
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
形
の
上
で
、
制
度
と
し
て
解
体
さ
せ
た
だ
け
で
、
人
間
と
し
て
の
相
互
の

結
合
関
係
と
し
て
の
親
方
子
方
的
結
び
っ
き
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
絶
滅
さ
せ
う
る
も
の
で
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

実
情
は
、
各
地
に
お
い
て
、
実
に
、
し
ば
し
ば
見
聞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
っ
て
、
寓
目
し
た
足
尾
銅
山
で
の
「
生
活
改
善
申

合
規
約
」
〔
昭
和
十
五
年
〕
第
三
条
に
、
　
『
本
規
約
二
於
ケ
ル
親
類
ノ
範
囲
ハ
左
ノ
如
シ
」
と
て
、
そ
の
第
一
項
『
血
族
及
姻
戚
』
に

次
い
で
、
第
二
項
と
し
て
、
『
鉱
夫
交
際
土
於
ケ
ル
親
分
・
子
分
・
兄
弟
分
』
云
序
と
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
最
も
端
的
に
、
こ

の
よ
う
な
実
情
を
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
九
年
二
月
一
九
日
脱
稿
、
昭
和
三
〇
年
二
月
一
八
日
補
筆
〕

　
ｍ
、
拙
稿
「
わ
が
国
鉱
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
親
方
制
度
」
〔
「
立
Ａ
叩
舘
経
済
学
」
第
三
巻
四
号
〕

　
ｃ
わ
、
「
佐
渡
鉱
山
文
書
」
　
〔
以
下
、
特
に
挙
示
し
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
同
じ
〕

　
側
、
前
掲
「
拙
稿
」
参
照

↑
ｏ
、
鉱
山
局
編
「
本
邦
重
要
鉱
山
要
覧
」
〔
大
正
一
五
年
版
〕
ニ
ニ
九
頁

帥
、
鉱
山
局
編
「
鉱
夫
待
遇
事
例
」
二
五
五
頁
そ
の
他

側
、
鉱
山
懇
話
会
編
「
日
本
鉱
業
発
達
史
」
下
巻
三
三
五
頁

ｃ
っ
、
「
同
上
書
」
四
二
九
頁



ｃ
ヵ
、
前
掲
「
拙
稿
」
参
照

側
、
同
上

ｏ
ｏ
、
九
州
の
一
炭
鉱
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
。
こ
の
炭
鉱
で
の
親
方
制
度
の
解
体
措
置
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
姉
嫁
篇
と
し
て
稿
を
別
に
し
て
、
近

　
く
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

○
カ
、
普
通
に
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
の
外
、
な
お
、
飯
場
頭
所
持
の
食
器
・
寝
具
そ
の
他
を
然
る
べ
く
評
価
し
、
こ
れ
を
会
社
側
で
買
取
っ
て
い

　
る
。
当
鉱
山
に
お
い
て
、
こ
れ
に
関
す
る
資
料
が
見
当
ら
な
い
の
は
、
或
は
、
こ
こ
で
は
、
当
時
、
す
で
に
、
会
社
の
も
の
を
使
用
さ
せ
る
ま
で

　
に
進
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
詳
紬
は
、
に
わ
か
に
断
言
出
来
な
い
。

０
９
、
昭
和
十
年
十
月
、
「
労
務
主
任
会
議
々
事
録
」
〔
三
菱
本
社
で
、
傘
下
の
佐
渡
・
生
野
．
高
島
．
美
唄
等
々
十
六
鉱
山
の
労
務
主
任
を
召
集
し

　
て
、
労
務
対
策
審
議
を
行
っ
た
際
の
記
録
〕
に
よ
る
。

蝸
、
拙
著
「
日
本
労
働
関
係
の
特
質
」
二
九
頁
参
照

〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
文
部
省
人
文
科
学
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
〔
題
目
「
親
万
制
度
の
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
都
合
上
、
金

属
鉱
業
の
そ
れ
の
事
例
と
し
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
鉱
山
と
し
て
の
他
の
分
野
た
る
石
炭
鉱
業
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
稿
を
別
に
し
て
、
近

く
公
表
の
予
定
で
あ
る
。

〔
追
配
〕
　
本
稿
に
関
す
る
主
要
依
拠
資
料
の
採
訪
は
、
昭
和
二
十
六
年
盛
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
種
々
の
事
情
に
制
せ
ら
れ
て
、
取
纏
め
が
す

こ
ぶ
る
遅
延
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
拙
い
小
論
を
公
表
す
る
に
当
り
、
当
時
の
佐
渡
鉱
山
長
原
庄
七
氏
、
同
副
長
河
野
達
吾
氏
、
労
働

課
長
秋
池
小
次
郎
氏
等
の
示
さ
れ
た
御
厚
情
を
深
謝
し
、
そ
の
御
健
在
を
切
に
祈
る
次
第
で
あ
る
。

七
七
（
七
七
）




